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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

第２期久米島町まち・ひと・しごと創生推進計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

沖縄県島尻郡久米島町 

 

３ 地域再生計画の区域 

沖縄県島尻郡久米島町の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

本町の人口は、国勢調査によると 1955年（Ｓ30）の 17,167人をピークに減少

しており、1990 年（Ｈ２）の 10,303 人までは１万人台を維持していたが、1995

年（Ｈ７）に１万人台を割って以降は、毎年約 100 人のスケールで減少が続き、

2020年（Ｒ２）には 7,192人まで落ち込んでいる。住民基本台帳によると、2022

年には 7,585 人となっている。また、国立社会保障・人口問題研究所によると、

2045 年（Ｒ27）には、総人口が 4,665 人となる見込みとなっており、老年人口

（65 歳以上）の割合は 2020 年の 29.9％から 42.3％への上昇が想定されている。 

自然動態は、住民基本台帳によると長期に亘り出生数が死亡数を上回っていた

が、2007年（Ｈ19）に逆転し、2021年（Ｒ３）には 40人の「自然減」となって

いる。合計特殊出生率については、2012年の 2.31から 2017年には 2.08に低下

したものの、県平均 1.94、全国平均 1.43を上回っている。 

社会動態は、毎年転出数が転入数を上回る「社会減」が続いており、2021年（Ｒ

３）は 70 人となっているが、2005 年（Ｈ17）以降は社会減数が 150 人近い年度

も見受けられる。 

上記のような人口動態となった一因として、島嶼県の離島に位置する恒常的な

不利性を有する中で、特に過去 10年ないし 20年間の大学等進学率の上昇や、若

年層のニーズに応えられる就業場所又は就業環境が限定的であることが挙げら

れる。 
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昨今の少子高齢社会において、人口減少が一層進行することで、地域における

消費活動が低下し、様々な産業の衰退化や、生活に必要なサービスの提供水準の

低下等を招く恐れがあるほか、集落の担い手が不足することで、地域コミュニテ

ィ機能の低下が生じ、ソーシャルキャピタルの維持継続や、本町の自然、歴史・

文化等の保全活用が困難となることも想定される。 

これらの課題を解決するためには、産業の活性化による雇用の増加、医療体制

の充実といった単発・単純な施策では必ずしも解決できるものではなく、住民が

出産から子育て、教育、仕事、老後まで人生のそれぞれの局面でいくつもの「島

を離れる」理由となる問題が複雑に絡み合っていることに留意して取り組む必要

がある。 

島で生まれ育った人、帰ってきた人、移住してきた人等、縁あって島に暮らす

全ての人が生涯を通して、安全で活き活きと暮らすことができる持続可能な島の

実現を目指し、本計画期間中、ライフステージに応じて次の８つに分類した基本

目標（島づくり目標）の下、各分野の施策を有機的に連携させ具体的な地方創生

を進めていく。 

基本目標１ 生まれる世代のために 

基本目標２ 育つ世代のために 

基本目標３ 学ぶ世代のために 

基本目標４ 働く世代のために 

基本目標５ 暮らすすべての世代のために 

基本目標６ 老いる世代のために 

基本目標７ 次世代のために 

基本目標８ 島を訪れる、島に帰る人たちへ 
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【数値目標】 

５－２の

①に掲げ

る事業 

ＫＰＩ 
現状値 

（計画開始時点） 

目標値 

(2025年度) 

達成に寄与する

地方版総合戦略

の基本目標 

ア 

合計特殊出生率 2.07 2.31 

基本目標１ 出生数 62人 85人 

低体重出生率 11.3％ 9.4％ 

イ 

ファミリーサポート利用件

数 
141件 160件 

基本目標２ 

子どもの遊び場の満足度 50％ 80％ 

５歳児検診対象児童のうち、

要フォローと診断された児

童への支援率 

100％ 100％ 

保育所・園における保育の質

の向上（保育士研修参加者の

割合） 

― 90％ 

糖尿病になる可能性があり

生活の改善が必要な子の割

合 

【上段：小学５年生、下段：

中学１年生】 

30.1％ 

33.3％ 

27％ 

30％ 

ウ 

幼稚園就園率 100％ 100％ 

基本目標３ 

幼児１人当たり図書貸出冊

数 
― 30.5冊 

全国学力・学習状況調査にお

ける平均正答率の全国との

差 

【上段：小学６年生、下段：

中学３年生】 

+1.1ポイント 

-6ポイント 

+2ポイント 

±0ポイント 
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高校卒業後の進路決定率 92.7％ 94.8％ 

大学等進学率 64.4％ 72.8％ 

町が主催又は支援する文化

関連イベントの参加人数 
764人 840人 

町が主催又は支援する社会

教育関連イベントの参加人

数 

381人 510人 

町民１人当たり図書貸出冊

数 
― 3.62冊 

博物館入館者数 6,126人 6,950人 

エ 

１人当たり町民所得 2,360千円 2,600千円 

基本目標４ 

町内総生産（実数） 239億円 264億円 

農業産出額 32.2億円 39億円 

水産業町内総生産（実数） 817百万円 900百万円 

製造業町内総生産（実数） 2,609百万円 3,076百万円 

製造業事業所数（従業員４人

以上） 
11事業所 15事業所 

卸売業・小売業町内総生産（

実数） 
1,199百万円 1,300百万円 

宿泊・飲食サービス業総生産

（実数） 
1,295百万円 1,430百万円 

就業率 

【上段：男性、下段：女性】 

93.3％ 

93.6％ 

97.3％ 

97.6％ 

完全失業率 6.7％ 2.7％ 

オ 

町営バス乗車人数 46,163人 58,000人 

基本目標５ 

航空便を利用した町民の人

数 
80,197人 81,600人 

水の安全度（水質基準項目達

成率） 
100％ 100％ 
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施設維持管理財源の確保（水

道料金徴収率） 
99.1％ 100％ 

一般廃棄物１日１人当たり

排出量 
1,269ｇ 1,071ｇ 

一般廃棄物資源化率 6％ 10％ 

水洗化率（公共下水道接続率

） 
64％ 88.1％ 

下水道整備の計画面積整備

率 
77％ 95％ 

交通事故発生件数 3件 0件 

狂犬病予防接種率 68.7％ 80％ 

町防災訓練参加率 25％ 32％ 

出火件数 7件 0件 

空き家バンクマッチング件

数（累計） 
10件 45件 

商店街の空き店舗率 40％ 9.8％ 

特定健診受診者におけるメ

タボリックシンドローム該

当者の割合（国民健康保険ベ

ース） 

【上段：メタボリックシンド

ローム、下段：予備軍】 

34.7％ 

21％ 

15％ 

11.9％ 

パークゴルフ場利用者数（町

民） 
20,675人 28,380人 

久米島マラソンエントリー

数（町民） 
522人 600人 

障がい福祉サービス利用者

のうち島内でサービスを利

用する者の割合 

60.9％ 70％ 
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20歳～39歳の女性人口 657人 725人 

婚姻率 4.5‰ 5.8‰ 

カ 

介護認定を受けていない高

齢者の割合 
76.9％ 81.8％ 

基本目標６ 

久米島町老人クラブ連合会

加入会員数 
524人 660人 

平均寿命 

【上段：男性、下段：女性】 

80.3歳 

86.9歳 

82.2歳 

87.9歳 

地域サロン参加人数 2,400人 2,640人 

キ 

新規設立・設置法人数 10法人 15法人 

基本目標７ 

民営事業所数 651事業所 720事業所 

将来、久米島で暮らしたい中

高生の割合 
35.8％ 80％ 

前村幸秀人材育成基金活用

生徒数 
50人 55人 

博物館入館者数 6,126人 6,950人 

文化財指定件数（累計） 70件 71件 

学校給食食賄材料に占める

地元産物の割合 
22％ 26％ 

再生可能エネルギーの自給

率 
3.1％ 14.1％ 

ＣＯ２排出量削減率【上段：

一般、下段：公共】 

― 

― 

9.4％ 

12％ 

久米島ホタル館入館者数 6,454人 8,960人 

島での暮らしの幸福度 83.7％ 90％ 

総合計画の各施策の柱に掲

げる目指そう指標の平均達

成率 

― 80％ 

行政サービスの満足度 62.4％ 80％ 
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町税徴収率 96% 97.2％ 

ク 

ふるさと納税 

【上段：寄附額、下段：件数

】 

138百万円 

7,181件 

200百万円 

10,870件 

基本目標８ 

物産展等 24百万円 27百万円 

久米島町ホームページアク

セス数 
― 182,830件 

久米島町公式ＬＩＮＥ登録

者数 
1,192人 1,430人 

久米島まつり来場者数 8,434人 14,840人 

交流人口 107,424人 124,410人 

久米島町入域観光客数 100,716人 138,000人 

町の支援による移住者数（累

計） 
135人 284人 

人口社会増減数 -42人 -38人 

 

５ 地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 

５－２のとおり。 

 

５－２ 第５章の特別の措置を適用して行う事業 

○ まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行った法人に対する

特例（内閣府）：【Ａ２００７】 

① 事業の名称 

久米島町まち・ひと・しごと創生総合戦略事業 

ア 生まれる世代のための事業 

イ 育つ世代のための事業 

ウ 学ぶ世代のための事業 

エ 働く世代のための事業 
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オ 暮らす世代のための事業 

カ 老いる世代のための事業 

キ 次世代のための事業 

ク 島を訪れる、島に帰る人のための事業 

 

② 事業の内容 

ア 生まれる世代のための事業 

   安心して「出産」できる島を実現する事業 

   【具体的な事業】 

    ・出産できる島の実現に資する取組 

・出産サポート体制の充実に資する取組 等 

イ 育つ世代のための事業 

   安心して「子育て」できる島を実現する事業 

【具体的な事業】 

    ・子育て支援体制の充実に資する取組 

    ・子どもの遊び場の充実に資する取組 

    ・発達障がい児の支援充実に資する取組 

    ・子どもの健康プロジェクトの推進に資する取組 等 

ウ 学ぶ世代のための事業 

幼児・小中高等学校教育及び生涯教育の充実を図る事業 

【具体的な事業】 

・幼児教育の充実に資する取組 

    ・小中学校教育の充実に資する取組 

    ・高等教育の充実に資する取組 

    ・文化・社会教育の充実に資する取組 

    ・生涯学習体制の充実に資する取組 等 

エ 働く世代のための事業 

   連携する産業の振興及び働く質の向上を図る事業 

【具体的な事業】 

・連携する産業振興体制づくりに資する取組 
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    ・くらしの立つ農業地域づくりに資する取組 

    ・多面的な漁業の振興に資する取組 

    ・製造業の振興に資する取組 

    ・商業・サービス業の振興に資する取組 

    ・働きやすい職場環境の整備に資する取組 等 

オ 暮らす世代のための事業 

  安心・快適な生活環境づくり、島民の健康づくり推進及び共に暮らせ

る島づくりを図る事業 

  【具体的な事業】 

    ・交通の便利な島づくりに資する取組 

    ・安全な水の安定供給に資する取組 

    ・ゴミのない島づくりに資する取組 

    ・環境を守る下水道・し尿処理に資する取組 

    ・安心して暮らせる島づくりに資する取組 

    ・災害に強い島づくりに資する取組 

    ・島民の健康づくり推進に資する取組 

    ・スポーツ・レクリエーションの振興に資する取組 

    ・福祉の充実に資する取組 

    ・多様なニーズに応えられる町づくりに資する取組 等 

カ 老いる世代のための事業 

   高齢者福祉の充実を図る事業 

【具体的な事業】 

・高齢者の生きがいある暮らしづくりに資する取組 

・高齢者の健康増進に資する取組 

・高齢者が安心して暮らせる島づくりに資する取組 等 

キ 次世代のための事業 

  次世代のための島づくり、総合計画実現を図る事業 

【具体的な事業】 

・新しいビジネスの創出に資する取組 

   ・未来を見据えた人材育成に資する取組 
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   ・伝統文化の継承と文化遺産の保護・活用に資する取組 

   ・食糧自給率の向上に資する取組 

   ・再生可能エネルギーによるエネルギー自給率向上に資する取組 

   ・島の豊かな自然資源の保護・活用に資する取組 

   ・連携する総合計画推進に資する取組 

   ・住民にわかりやすく効率的な行財政運営に資する取組 等 

ク 島を訪れる、島に帰る人のための事業 

久米島らしさの醸成、情報発信力の強化、交流人口・移住定住人口

の増大を図る事業 

   【具体的な事業】 

・久米島らしいライフスタイル・ブランドの確立に資する取組 

   ・情報発信力の強化に資する取組 

   ・交流文化の推進に資する取組 

   ・観光の振興に資する取組 

   ・移住定住促進体制の充実に資する取組 等 

※ なお、詳細は第２次久米島町総合計画後期基本計画－第２次久米島

町総合戦略－のとおり。 

③ 事業の実施状況に関する客観的な指標（重要業績評価指標(ＫＰＩ)） 

４の【数値目標】に同じ。 

④ 寄附の金額の目安 

1,570,000千円（2022年度～2025年度度累計） 

⑤ 事業の評価の方法（ＰＤＣＡサイクル） 

毎年度 10 月までに外部有識者による効果検証を行い、翌年度以降の取

組方針を決定する。検証後、速やかに本町公式ＷＥＢサイト上で公表する。 

⑥ 事業実施期間 

地域再生計画の認定の日から 2026年３月 31日まで 

 

 ６ 計画期間 

   地域再生計画の認定の日から 2026年３月 31日まで 


